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厚
生
労
働
省
は
八
月
二
七
日
、
平
成
二
六 

年
の
「
雇
用
動
向
調
査
」
結
果
を
発
表
し
た
。

調
査
は
、
主
要
産
業
に
お
け
る
入
職
・
離
職

の
状
況
や
個
別
の
事
情
等
を
定
期
的
に
把
握

し
て
い
る
も
の
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
景
気
の

「
緩
や
か
な
回
復
基
調
」
に
入
職
超
過
が
続

き
、
賃
金
増
を
獲
得
す
る
転
職
者
も
増
え
て

い
る
様
子
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
て
い
る
。

常
用
労
働
者
は
差
引
一
・
八
％
増
加

　

調
査
は
、
五
人
以
上
の
常
用
労
働
者
を
雇

用
す
る
事
業
所
と
、
平
成
二
六
年
中
に
同
事

業
所
に
入
職
（
離
職
）
し
た
常
用
労
働
者
か

ら
無
作
為
に
抽
出
し
た
入
職
者
（
離
職
者
）

を
対
象
に
、
上
半
期
と
下
半
期
の
年
二
回
に

分
け
て
実
施
し
て
い
る
。
今
回
は
、
上
半
期

分
一
万
一
五
二
事
業
所
、
下
半
期
分
九
二
九

〇
事
業
所
と
、
入
職
者
六
万
四
八
九
六
人
、

離
職
者
七
万
七
五
五
九
人
の
有
効
回
答
を
集

計
し
た
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
平
成
二
六
年
の
一
年
間

に
お
け
る
入
職
者
数
は
七
九
八
万
人
（
年
初

の
常
用
労
働
者
数
に
対
す
る
割
合
で
は
一

七
・
三
％
）
で
、
離
職
者
数
は
七
一
三
万
人

（
同
一
五
・
五
％
）
と
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、

常
用
労
働
者
数
は
事
業
所
の
新
設
や
閉
鎖
等

の
影
響
を
除
き
、
差
引
八
五
万
人
（
同
一
・

八
％
）
増
加
し
た
。
就
業
形
態
別
に
み
る
と
、

一
般
労
働
者
は
入
職
者
が
四
四
五
万
人（
対
・

年
初
の
一
般
労
働
者
数
割
合
で
は
一
三
・

〇
％
）
に
対
し
、離
職
者
は
四
一
七
万
人
（
同

一
二
・
二
％
）
で
、
差
引
二
八
万
人
（
同
〇
・

八
％
）
の
増
加
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
は
、

入
職
者
が
三
五
三
万
人
（
対
・
年
初
の
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
数
割
合
で
は
二
九
・
九
％
）

に
対
し
、離
職
者
は
二
九
七
万
人
（
同
二
五
・

一
％
）
で
、差
引
五
六
万
人
（
同
四
・
八
％
）

の
増
加
と
な
っ
た
。

入
職
率
は
前
年
よ
り
一
・
〇
㌽
上
昇

　

在
籍
者
に
対
す
る
入
職
者
の
割
合
を
示
す

「
入
職
率
」
は
、
前
年
よ
り
一
・
〇
ポ
イ
ン

ト
上
昇
の
一
七
・
三
％
と
な
っ
た
。
同
様
に
、

「
離
職
率
」
は
〇
・
一
ポ
イ
ン
ト
低
下
の
一

五
・
五
％
で
、
結
果
と
し
て
一
・
八
ポ
イ
ン

ト
の
入
職
超
過
と
な
っ
た
。
入
職
超
過
は
二

年
連
続
で
、「
延
べ
労
働
移
動
率
」（
在
籍
者
に

対
す
る
延
べ
労
働
移
動
者
【
入
職
者
＋
離
職

者
】
の
割
合
）
も
、
〇
・
九
ポ
イ
ン
ト
上
昇

の
三
二
・
八
％
と
三
年
連
続
で
上
昇
し
て
い

る
。
な
お
、
産
業
別
に
み
る
と
、
入
職
率
・

離
職
率
と
も「
宿
泊
業
、飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
」

（
入
職
率
三
九
・
〇
％
、
離
職
率
三
一
・
四
％

で
七
・
六
ポ
イ
ン
ト
の
入
職
超
過
）
が
も
っ

と
も
高
い
。
一
六
大
産
業
の
う
ち
入
職
率
が

超
過
し
た
の
は
一
二
産
業
で
、
前
年
（
一
一

産
業
）
を
上
回
っ
て
い
る
。

期
間
の
定
め
な
し
パ
ー
ト
が
二
二
二
・

三
千
人
増

　

入
職
者
数
を
雇
用
形
態
別
に
み
る
と
、「
雇

用
期
間
の
定
め
な
し
」
が
四
六
六
二
・
〇
千

人
（
前
年
四
三
九
一
・
六
千
人
）
で
、「
雇
用

期
間
の
定
め
あ
り
」
が
三
三
一
六
・
四
千
人

（
同
三
一
〇
一
・
五
千
人
）
と
い
ず
れ
も
増

加
し
て
い
る
。
一
方
、
離
職
者
数
は
「
雇
用

期
間
の
定
め
な
し
」
が
四
〇
〇
四
・
一
千
人

（
同
四
〇
六
四
・
六
千
人
）
減
少
し
た
の
に

対
し
、「
雇
用
期
間
の
定
め
あ
り
」
は
三
一
二

九
・
四
千
人
（
同
三
一
一
三
・
〇
千
人
）
の

微
増
と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
就
業
形
態
別
に
み
る
と
、
入
職
者

数
の
前
年
差
は
「
雇
用
期
間
の
定
め
な
し
」

の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
（
二
二
二
・
三
千

人
増
）
や
、「
雇
用
期
間
の
定
め
あ
り
」
の
一

般
労
働
者
（
一
四
六
・
三
千
人
増
）
で
大
き

い
。
一
方
、
離
職
者
数
に
つ
い
て
は
、「
雇
用

期
間
の
定
め
な
し
」
の
一
般
労
働
者
（
一
〇

〇
・
三
千
人
減
）
や
「
雇
用
期
間
の
定
め
あ

り
」
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
（
五
一
・
〇

千
人
減
）
で
前
年
比
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
て
い

る
。

パ
ー
ト
か
ら
一
般
へ
移
動
し
た
割
合
は

前
年
比
〇
・
五
㌽
増
の
八
・
九
％
へ

　

入
職
者
を
職
歴
別
に
み
る
と
、
転
職
入
職

者
数
は
五
〇
三
六
・
三
千
人
で
、
転
職
入
職

率
は
一
〇
・
九
％
。
一
方
、
入
職
前
の
一
年

間
に
就
業
経
験
の
な
い
未
就
業
入
職
者
数
は

二
九
四
二
・
二
千
人
で
、
未
就
業
入
職
率
は

六
・
四
％
と
な
っ
た
。
前
年
に
比
べ
、
転
職

入
職
率
は
〇
・
四
ポ
イ
ン
ト
、
未
就
業
入
職

率
は
〇
・
六
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
い
る
。

　

転
職
入
職
者
に
つ
い
て
就
業
形
態
間
の
移

動
状
況
を
み
る
と
、「
一
般
労
働
者
か
ら
一
般

労
働
者
へ
移
動
」し
た
割
合
は
前
年
よ
り
〇
・

一
ポ
イ
ン
ト
低
下
の
五
三
・
〇
％
、「
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
者
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者

へ
移
動
」
し
た
割
合
も
〇
・
九
ポ
イ
ン
ト
低

下
の
二
五
・
五
％
と
な
っ
た
。
一
方
、「
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
か
ら
一
般
労
働
者
へ
移

動
」
し
た
割
合
は
〇
・
五
ポ
イ
ン
ト
上
昇
の

八
・
九
％
で
、逆
に
「
一
般
労
働
者
か
ら
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
へ
移
動
」し
た
割
合
も（
定

年
再
雇
用
の
増
加
等
に
伴
い
）
〇
・
四
ポ
イ

ン
ト
上
昇
の
一
〇
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
。

転
職
後
の
賃
金
も
前
職
よ
り
「
増
加
」

が
「
減
少
」
を
上
回
る

　

転
職
入
職
者
の
賃
金
変
動
状
況
を
み
る
と
、

前
職
に
比
べ
て
「
増
加
」
し
た
者
の
割
合
が

前
年
比
四
・
八
ポ
イ
ン
ト
増
の
三
六
・
六
％

と
な
り
、「
減
少
」
し
た
者
の
割
合
（
同
二
・

二
ポ
イ
ン
ト
減
の
三
一
・
六
％
）
を
上
回
っ

た
。「
変
わ
ら
な
い
」
と
し
た
割
合
は
三
・

四
ポ
イ
ン
ト
減
の
二
九
・
五
％
だ
っ
た
。
ま

た
、
こ
れ
を
年
齢
階
級
別
に
み
る
と
、「『
賃

金
が
増
加
し
た
者
の
割
合
』
が
『
減
少
し
た

者
の
割
合
』
を
上
回
る
ラ
イ
ン
は
、
前
年
が

四
〇
～
四
四
歳
と
四
五
～
四
九
歳
の
間
に

あ
っ
た
の
に
対
し
、
平
成
二
六
年
は
四
五
～

四
九
歳
と
五
〇
～
五
四
歳
の
間
へ
と
年
齢
の

高
い
方
に
シ
フ
ト
し
て
い
る
」（
雇
用
・
賃
金

福
祉
統
計
課
）
と
い
う
。

　
（
調
査
・
解
析
部
）
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入
職
率
は
一
七
・
三
％
で
二
年
連
続
の
入
職
超
過
、
転
職
後
の
賃
金
「
増
加
」
が
三
六
・
六
％




